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政策推進室

75歳以上を対象にタクシー・バスを利用
した運賃の一部を補助する公共交通補
助事業を実施した。
ライフバスの再編については、道路整備
と並行し、新設する路線のバス停や時
刻表、運行ルートについて、地域公共交
通会議や交通審議会において協議を整
え、来年度の運行開始を見据え準備を
行った。

担当部局

観光産業課

みよし野菜６次産業創
業塾

Ｈ２７「みよし野菜6次産業創業
塾」開校内容。第一回：お店づく
りで価値を伝えるには～講師Ｍ
ＰＡ田中聡子氏。第二回：ネット
で勝ちを伝えるには～講師ＭＰ
Ａ村上知也氏。第三回（みよし
野菜ブランド化推進研究会主
催）：野菜のチカラ・野菜の効能
～講師淑徳大：平岡真実氏。第
四回：事業計画の立案～講師
ＭＰＡ松木和成氏。第五回：個
別相談～対応ＭＰＡ。

緑地保全事業

今ある緑地をいかに保全する
かについて取り組んだ。
緑のトラスト保全第14号地(藤
久保の平地林)の決定に伴い用
地の取得･整備等に取り組ん
だ。
緑地保全のサポーター（トラス
ト）組織づくりの強化や世界農
業遺産への取組みを広げて
いった。
上富ケヤキ並木の植栽を継続
して実施した。

200千円

－

バス路線の再編事業

36922千円

H27年度の取り組み

マニフェスト
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　トラスト地内に、擬木柵、散策路、案内
板等を設置、また林内の枯損木等の伐
採も実施し緑のトラスト保全第14号地整
備工事を完了した。そして平成３０度４
月の一般公開（オープン）を迎える。
　また１０月に町内外の住民へトラスト
保全地の周知およびみどりの普及啓発
を図るため、14号地を活用した体験型
のネイチャーイベントを実施した。雨天
による屋内での開催となったが来場者
へトラスト地の周知および地域交流等を
図ることができた。
さらに「世界農業遺産」のアクションプラ
ンとして、県の里山・平地林再生事業を
活用し、町内４箇所の平地林（約14,100
㎡）の下草刈、枯損木等の除去を実施
し、落葉掃き等ができる適正な平地林
へと再生させた。

デマンド交通の３年間の成果分析で得
られた住民移動状況や移動需要などを
活かし、路線バスの再編など町の公共
交通施策の進展につなげていく。

H29年度の取り組み 30年度終
了時点数
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H30年度

（4年以内）

－

魅力あふ
れる元気
なまちづ
くり

「魅力あ
ふれ」

－

－

－

H27年度からH30年度末までの対応状況

H28年度の取り組み

（2年以内）

H28年度

明日の農業担い手塾

－

－

昨年度の試行運転を踏まえ、デマンド交
通の運行を年度当初より一年を通して実
施した。運転開始から時間が経過するに
つれてデマンド交通の認知も進み、利用
者も増加していったが、日常の足として利
用している方はごく少数であり、いくつか
の地域に限定的であった。また、乗り合い
があまり発生せず一人を運ぶ費用が高
く、既存のタクシーユーザーがデマンド交
通へ移行するという形になった。デマンド
交通は今年度で試行運転終了となるが、
今後、この成果を活かし引き続き公共交
通の充実について検討していく。
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魅力あふ
れる元気
なまちづ
くり

「魅力あ
ふれ」

地域交通改善対策事
業

バス路線の再編事業

25774千円

デマンド交通運行事業 デマンド交通運行事業

36246千円 38560千円

デマンド交通は、平成27年の7
月27日から改善を加えた形で
再運行した。デマンド交通の実
施に留まらず、今後のライフバ
スの方向性等も踏まえながら、
継続して研究・検討を行った。

新しい公共交通を導
入します

環境課

トラスト用地の不動産鑑
定

トラスト用地取得

2278千円 173118千円

Ｈ27年度は、農地法及び農業委員
会法の大幅な改正が予定されて
いたため、農業委員の役割の変更
や新たな役割を持つ委員の新設
が謳われるため、改正法の掌握が
必要となった。また、町の農業を維
持発展していくため、技術や知識
の取得による新規就農者及び担
い手の育成促進の必要があった。
明日の農業担い手育成塾等のプ
ログラムと連携しながら農地中間
機構等を活用し、人・農地プランの
見直しを含め営農地の確保及び
円滑な利用集積対策を講じた。

埼玉県で実施している農協、農林公社、
農業委員会等の関係機関が連携し農業
大学校を卒業程度の一定レベル研修を修
了した新規参入希望者に対し、実践研
修、農地確保、資金相談等を実施し円滑
な就農を支援する事業の明日の農業担い
手塾に移行した。

－

武蔵野の落ち葉堆肥農法が日本農業
遺産に認定されたことを契機として、三
芳町の農業の魅力を発信した。内容とし
ては、地元農業者等による座学や農業
体験・体験落ち葉掃きなどフィールド
ワークを中心とした農業塾を全5回開催
した。

H27「みよし野菜6次産業創業塾」を開校
し、成果を得た為、終了とした。今年度よ
り、6次産業プラス支援事業に展開し、農
業者の生産性の向上や地域の活性化を
図るため、農産物を活用した加工品の研
究開発や新たなビジネスの展開など、農
業・商業・工業が連携した6次産業化に取
り組みについて支援を行った。また、農業
を地域支援と捉え、加工品の開発だけで
なく、都市交流・教育・自然環境等様々な
要素を農業にプラスし、積極的な農業の
PR活動にも支援を行った。

緑のトラスト保全地14号地について、用地
取得のための交渉および土地売買契約
の締結を実施した。またトラスト地内の「自
然環境調査」を埼玉県が実施、調査結果
をもとに「保全整備計画」を策定。本計画
の策定にあたり三芳町緑化推進協議会、
町内ボランティア団体へ意見聴取を実施
した。
その他、トラスト保全地および町内保存樹
林の保全整備を担う、既存のボランティア
団体の体制強化、調整を実施した。
さらに「世界農業遺産」のアクションプラン
として、県補助金等を活用して、「里山・平
地林再生事業」を上富地内の平地林
(2.97ha）にて実施した。

平成30年4月に緑のトラスト保全地14号
地「藤久保の平地林」が一般公開となっ
た。
そこで７月21日に町内外の住民へトラス
ト保全地の周知およびみどりの普及啓
発を図るため、一般公開記念式典も兼
ねたネイチャーイベントを実施した。トラ
スト地を活用した体験型イベントを通し
て多世代交流、地域交流を図した。
　また埼玉県の里山平地林再生事業を
活用し、町内の藤久保の平地林（約
5,700㎡）の再生を図った。

－

－

－

観光産業課
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魅力あふ
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なまちづ
くり

「魅力あ
ふれ」

平地林を保全・再生し
ます

平地林の保全・再生
緑のトラスト14号地
ネイチャーイベント

5568千円

みよし野菜創業塾を開校

H30年度の取り組みH29年度

（3年以内）

－

－

「藤久保の平地林」整備・
緑のトラスト14号地
ネイチャーイベント

17197千円
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魅力あふ
れる元気
なまちづ
くり

「魅力あ
ふれ」

６次産業創業塾を開
催します

NO 挑戦
分野

宣　言 該当事業
H27年度

農業支援事業
みよし農業塾を開催し
ます
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MIYOSHIオリンピアード推進課

用地測量、物件調査を進め、用地交渉
を進めていく。アクセス道路も含め、用
地買収を終えた箇所から、工事に着手
した。また、誘導看板の設置箇所を計画
し、実施設計を行った
【工事着手箇所】
三芳中学校前交差点
セントラル病院前交差点（幹線14号線含
む）
町道上富258号線

（仮）芸術文化のまちづくり条例制定に
向け、引き続き民間指定管理者との連
携をしつつ、住民の声を取り入れながら
アクションプランの策定を目指した。

3

5

97931千円

道路交通課

測量、詳細設計、用地測量
詳細設計、用地測量・
調査、用地買収・工事

31868千円 65397千円

用地買収・工事

スマートIC本体やアクセス道路における
用地交渉を進め、用地買収を終えた箇
所から、工事に着手した。
【工事箇所】
三芳中学校前交差点
セントラル病院前交差点
町道上富258号線
町道幹線14号線歩道
多福寺前交差点
JA共販センター前交差点
スマートIC本体（着手時期調整）
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魅力あふ
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くり
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ふれ」

710千円

（仮）芸術文化のまちづくり条例制定に
向け、芸術文化政策アドバイザー委嘱、
全職員向けの研修や条例策定調整会
議実施、芸術文化のまちづくり町民座談
会実施による住民意見の吸い上げな
ど、複合的に意見聴取を実施。3月議会
にて、町の責務と町民及び民間団体の
役割を明らかにした「芸術文化のまちづ
くり条例」を制定した。

用地測量・調査、
用地買収・工事

150366千円

芸術文化支援事業の
実施、芸術文化ポータ
ルサイトの運用、多様
性あるアウトリーチの
充実化、（仮）芸術文

芸術文化推進アドヴァ
イザーの委嘱、芸術文
化支援事業の公募、
（仮）芸術文化ポータ
ルサイトの作成、住民

芸術文化支援事業の
実施、芸術文化シンポ
ジウムの実施、芸術文
化ポータルサイトの運
用、住民意見交換会

864千円 784千円

芸術文化政策アドバイザー
委嘱、（仮）芸術文化のまち
づくり条例制定、芸術文化支
援事業の実施、芸術文化
ポータルサイトの運用、多様
性あるアウトリーチの充実化

536千円

スマートIC利便性向上
促進事業

５月に住民代表、国、県、
NEXCO東日本、埼玉県警、周
辺自治体により構成する地区
協議会を開催。７月に連結許可
が下りたことに伴い、事業に着
手した。
測量、詳細設計により工事範囲
を定め、用地測量を進めていっ
た。

（仮）芸術文化のまちづくり条例の制定に
向け、実のあるものとするため、民間指定
管理者との連携、指定管理者制度の見直
しも含め慎重に検討していかねばならな
い。
研修などを経て多方面の有識者からの意
見を取りまとめ、条例という形で制定する
のがいいのか、宣言という形で打ち出す
のがいいのか検討を行った。

（仮）芸術文化のまち
づくり条例の制定を目
指します

芸術文化推進事業
２年程度の検討が必要。平成
29年頃の制定を目途とする。

用地測量、物件調査を進め、用地交渉を
進めた。アクセス道路も含め、条件が整っ
た箇所から、工事に着手した。
【工事着手箇所】
三芳中学校前交差点（中学校部）

スマートICフル化整備
を遂行します


